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１．ロシア統計史研究における本書の位置
　本書の代表著者であるエリセーエワは本学
会の会員であり，2014年に結成されたロシア
統計学会会長でもある。共著者のドミトリエ
フは国立サンクトペテルブルグ大学と国立サ
ンクトペテルブルグ経済大学とにおいて教鞭
をとっている。
　ロシアの公的統計制度に対して様々な国の
研究者や統計家から関心が寄せられてきた。
1990年代以降ロシアの公文書館へのアクセ
スが容易となり，歴史公文書を詳細に検討し
た研究成果が 2000年代に入って発表される
ようになった。そのうち注目すべき成果は次
の 2つである。ひとつはフランス人研究者ブ
リュームとメスピュレによる『官僚主義的無
政府性：スターリン下における統計と権力』1）

である。この研究はロシアの政府統計家に対
する弾圧の経緯に主に焦点を当てたものであ
る。もう一つはロシア人研究者トロポフによ
る『情報の国有化：革命後ロシアにおける政

治権力と中央統計局』2）である。この研究は国
家統計組織をソヴィエト国家機構においてど
のような位置づけを与えるかをめぐって繰り
広げられた旧ゼムストヴォ統計家とソヴィエ
ト政権との駆け引きに焦点を当てたものであ
る。これら以前にもロシア統計史に関する研
究はロシア語で書かれたものを中心として多
くの蓄積がある。そのうち本書の序で紹介さ
れているものは次のとおりである。

①　『内務省中央統計委員会論集』（1913）
②　 ヴェ・エ・デン（1926，1929）『ソ連最

重要経済部門統計の源泉』1－2巻
③　 エム・ヴェ・プトウーハ（1955，1959）
『ソ連統計史総覧』

④　 ア・イ・エジョフ編（1960）『ソヴィエ
ト国家統計史』

⑤　『ソ連統計史総覧』（1955－1972）1－5巻
⑥　 ア・イ・ゴズロフ（1972）『わが国統計

史総覧』
⑦　 テ・ヴェ・リャブシキン，ヴェ・エ
ム・シムチェラ，イェ・ア・マシーヒ
ン（1985）『ソ連における統計学の発展』
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⑧　 ベ・ゲ・プロシコ，イ・イ・エリセー
エワ（1990）『統計史』

　エリセーエワ会員とドミトリエフによる本
書はこれら先行研究を踏まえ，さらに新たに
発掘した公文書に依拠してこの分野の研究成
果を補強したものである。依拠した公文書は
モスクワのロシア国立経済公文書館とサンク
トペテルブルグのロシア国立歴史公文書館に
保管されているものが中心となっている。ロ
シア統計史研究において今後さらに詳細な成
果が発表されると期待されるが，本書はこの
分野に関心がありロシア語を理解する者に
とっての必読書である。
　ロシア統計史において各時代の社会的背景
に規定された統計行政上の諸課題があった。
著者はこれらを考察するうえでの基軸となる
視点として，統計調査の単一組織への集中と
統計組織の独立性との 2つを示している。ロ
シア統計制度の特徴の一つは集中型統計組織
編成である。統計調査を単一組織へ集中する
構想はすでに帝政期において西欧における論
議の影響の下に形成されていた。集中型統計
制度を定めた法令が施行された 1918年以降，
この制度が定着するまでには紆余曲折があっ
た。1991年のソ連崩壊後，統計指標体系の変
革だけでなく統計組織がどのように変更され
るかに研究者の関心が集まった。集中型を特
徴とする統計組織が今後どのように変更され
るのかが注目される。また統計組織の独立性
は統計の真実性に影響する要因の一つとみな
される。

２．本書の内容
　本書の構成は次のとおりである。
序
第 1章　ロシアの省制度と統計機関の創設
第 2章　1834年の行政統計制度の創設
第 3章　1852年の行政統計の強化
第 4章　 中央統計委員会の設置と統計活動の

発展

第 5章　ロシアにおけるセンサス
第 6章　革命前夜の国家統計
第 7章　ソヴィエト統計の誕生
第 8章　計画経済に資する統計
第 9章　 1950年代末以降のソヴィエト統計

の発展
第10章　現代におけるロシア国家統計
結び
付録　 1．ロシア国家統計年表 

2．ロシア統計機関の歴代責任者略歴
人名索引
　各章の要点を紹介しておく。
　第 1章は 1802年から 1834年までを対象と
している。ロシア政府統計制度の始まりは各
省から皇帝への年次報告を義務付けた勅令が
発出された 1802年にさかのぼる。1811年に
警察省統計部が設置され部長にドイツ人の
カール・ゲルマン（Herrmann：ロシア語表
記はГерман）が就任したことをもって政府統
計組織のはじまりと著者はみなす。統計機関
が行政機構全体のなかでどのような位置を占
めるべきかについて，統計制度発足当初から
問題とされた。1819年警察大臣が閣議への書
簡のなかで，統計組織が警察省に付属すべき
であることを主張した文書が紹介されている。
1832年までに警察省（のち内務省）統計部に
よって作成された統計は公刊されず，また現
在公文書館に保管されていない。
　第 2章では県統計委員会が設置され，その
議長を県知事が兼務することとなった 1834

年以降が対象となっている。1839年には県知
事からの報告に依拠して作成された最初の統
計集『ロシア帝国統計のための資料』が公刊
された。当初は毎年の刊行が計画されたが 2

巻までしか作成されなかった。1836年には統
計集『サンクトペテルブルグ統計情報』が公
刊された。内務省統計部以外にも自由経済学
会とロシア地理学会の統計作成について紹介
されている。
　第 3章は 1852年に内務省付属統計委員会
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へ改組されて以降の時期が対象となっている。
この時期の統計資料も県知事からの報告に基
づいた地方情報を集計したものであった。統
計委員会の組織は弱く 1851年には集計作業
を担当していた職員は 1人であった。当時の
統計委員会議長が，統計の基礎資料となった
県知事報告が「不明瞭かつ不完全」であった
ことを指摘する公文書が紹介されている。こ
の時期はまた他の官庁による統計作成が活発
となり次第に統計作成の重複が問題となる。
統計の重複は 1852年にケトレーの提唱で開
始される万国統計会議における論議とも重な
る。1857年に諸官庁と内務省中央統計委員会
とが123件の統計を重複して作成したいたこ
とが示されている。報告項目の重複は400を
超え，報告する側の負担に関する1857年の報
告書が紹介されている。1863年に調整機関と
しての統計評議会が設置され官庁間における
統計の重複の克服が図られただけでなく，あ
わせて単一の統計機関設置の必要性が認識さ
れるようになった。
　第 4章は中央統計委員会が設置され統計機
関の組織改革が行われた 1860年代半ば以降
の時期を対象としている。1866年に中央統計
委員会の最初の統計集『ロシア帝国統計時
報』が出版された。中央統計委員会議長には
著名な地理学者であるセミョーノフが就任し
た。彼は 1870年には全露統計大会を召集し，
1872年には第 7回万国統計会議ペテルブル
グ大会の議長を務めている。
　次第に顕在化する官庁間における統計の重
複を克服することを目的として，1908年に中
央統計委員会は統計組織の改革を国会へ提出
した。この改革案には万国統計会議における
統計制度をめぐる論議が反映していた。改革
の要点は他の官庁に従属しない独立した統計
組織の設置であった。内務大臣ストルイピン
が「閣僚会議に従属するも，いずれの官庁に
も属さない」独立した単一組織の必要性を記
した公文書が紹介されている。1910年に法案

は上院で承認されたものの，法案の対象が中
央組織に限定され地方組織に及ばなかったこ
とを理由に下院の承認を得られなかった。
1912年中央統計委員会は地方組織を含めた
統計改革案を国会へ提出した。閣議及び上院
では承認されたものの下院での承認がまたも
得られなかった。その理由は農奴解放後活発
となったゼムストヴォ統計組織と改革案に盛
り込まれた地方統計組織とが互いに阻害する
恐れがあるというものであった。そのゼムス
トヴォ統計活動について 1860年代半ば以降
1914年の第 1次大戦までの 50年にわたり詳
細に紹介されている。ゼムストヴォ統計家の
多くが 1917年ロシア革命後の統計制度改革
論議の中心的役割を担う。
　第 5章では 1897年の人口センサス，1916

年と1917年の 2回行われた農業センサスと
の経緯が紹介されている。
　第 6章は第 1次大戦から 1917年の革命に
いたる時期が対象となっている。対戦最中の
1916年に中央統計委員会は再び統計改革案
を作成した。改革案では「個別官庁から独立
しすべての官庁の要求にこたえる」組織が必
要とされた。また統計活動の範囲を大きく広
げる内容であったため，ア・ア・チュプロフ
は性急に活動範囲を広げることを批判した。
戦況と 1917年 2月革命とによってこの改革
案もまた実現しなかった。
　第 7章は十月革命を経て集中型統計組織が
成立しソヴィエト国家統計制度の骨格が形成
された時期以降が対象となる。これはブリュ
ムとメスピュレおよびトロポフなどによって
近年公文書に依拠した研究が特に進んだ時期
である。1917年 12月にペトログラードで開
催された統計大会はソヴィエト政権下で最初
に統計制度をめぐる論議が交わされた全国規
模の統計会議であった。その後1918年 6月の
全露統計家大会において集中型統計制度を定
めた法案が作成される。ここでの論議の焦点
は統計調査を単一組織へ集中することと，単
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一統計組織を行政機構全体の中でどのような
位置づけを与えるかということであった。集
中型統計組織が分散型に対してより合理的で
あるという見解は万国統計会議における論議
の主流であった。ソヴィエト統計制度が特に
1867年フローレンス大会決議の影響を受け
たものであることが最近の研究によって明ら
かにされたことが紹介されている。1918年 7

月に人民委員会議布告「国家統計について」
によって世界で最初の集中型統計制度が設置
された。またこの章ではソヴィエト統計のも
う一つの特徴である統計報告制度の形成過程
を詳細に検討している。1919年に工業経常統
計が開始され，1930年代に入って事業所から
の定期報告にもとづいて統計が作成される統
計報告制度が定着した。ソヴィエト統計の 2

つの特徴である集中型統計組織と統計報告制
度とが定着するまでには多くの困難があった。
例えば中央統計局と並行して食料価格統計を
作成していたのは，労働人民委員部，中央消
費協同組合，財務人民委員部，最高国民経済
会議中央統計部などがあった。このように各
官庁がそれぞれ統計調査を実施することが続
き，その一例として工業センサスの所管をめ
ぐって最高国民経済会議と中央統計局とが対
立した経緯が詳細に示されている。また統計
報告制度の所管をめぐる対立が最高国民経済
会議と中央統計局との間にあった。1922年の
法令では統計報告を中央統計局と最高国民経
済会議との 2つの系統に沿って提出すること
が義務付けられた。1923年には最高国民経済
会議に中央統計部が設置され集中型統計制度
は早くも崩れた。最高国民経済会議がデータ
収集の権限をより多く自らに引き入れ，中央
統計局の活動はセンサスの実施と統計年報の
作成に限定されるようになる。著者はこの時
期の統計制度について「独立した集中型国家
統計という思想が崩壊した」と評価している。
その後 1926年に中央統計局内にスタートプ
ランと称する総合調整機関が設置され，すべ

ての官庁の統計作成に対してこの機関の承認
が必要とされた。このことを契機として徐々
に統計調査の集中化が実質的に進む。
　第 8章は第 1次五か年計画が開始され，の
ちに中央統計局が国家計画委員会中央国民経
済計算局として吸収される前後の時期を対象
としている。1932年にインスペクターと呼ば
れる常勤調査員が地域に配置され，それまで
の在郷統計家とよばれるボランティア調査員
に替わった。また1930年代の特徴として統計
家の粛清と統計数値の秘匿とがあげられる。
政府統計家に対する弾圧はロシア統計史にお
ける悲劇であった。中央統計局職員の個人調
書の作成が始まるのが1924年であり，粛清対
象となった101名の名簿が秘密裏に作成され
た。粛清がピークを迎えたのは1937年人口セ
ンサス直後である。公表される統計出版物が
大幅に減少したのも1937年以降であり，1938

年には公表統計資料は姿を消し，統計出版物
は配布先リストを基に配布されそれぞれの冊
子に通し番号が付された。統計組織の計画機
関への従属によって，計画の超過達成を示す
ことを目的とした統計の歪曲の仕組みが生み
出されたと著者は指摘している。1941年から
1947年にかけて物的資源や労働資源を対象
とした臨時調査が142回行われた。その多く
は 7日から 15日という短期間で実施された。
また 1942年から統計報告制度における報告
期間が著しく短縮された。コルホーズの労働
力資源に関する情報など主要農業部門につい
ては 5日毎の報告が実施された。また鉄道輸
送については毎日，5日毎，10日毎，毎月の
定期報告が実施された。このように第 2次大
戦が統計報告制度の定着の契機となった。そ
の後 1948年には統計報告制度の周期は毎月
へと変更された。1948年に中央統計局は国家
計画委員会から分離し独立した組織となる。
この時期における統計作成の主たる方法は戦
時と同様に統計報告制度であったが，いくつ
かのセンサスも実施された。また統計の公開
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が徐々に進み 1949年には学術誌『統計通報』
が再刊され今日の『統計の諸問題』に継承さ
れている。
　第 9章は 1956年の第 20回党大会における
スターリン批判以降の時期を対象としている。
粛清された統計家の名誉回復と統計資料の公
開が進んだ。1956年以降，統計集『ソ連の国
民経済』が毎年出版された。1957年に40の省
と国民経済会議が廃止され，地方を基礎とし
た経済運営に転換された。諸省の廃止とあわ
せて統計報告の中央統計局への集中が進む。
工業統計報告につづいて他の部門の統計報告
が中央統計局の所管となる。統計報告を中央
統計局へ集中するうえでの物的基盤となった
のは計算技術の導入であった。1957年に中央
機械計算ステーションが設置され，地域にお
けるインスペクターと呼ばれる常勤調査員制
度とあわせて地区情報計算ステーションの設
置が進んだ。1959年には戦後初となる人口セ
ンサスが実施されている。
　1965年から 1985年のペレストロイカ開始
までに計算技術の導入がさらに進み国家統計
自動システムと呼ばれる統計作成システムが
出来上がる。1975年には国家統計自動システ
ムを通じて作成された統計件数が中央統計局
の全統計の半数を超えた。1970年には人口セ
ンサスが実施され報告書は 7巻にまとめられ
て公表された。1979年に行われた人口センサ
スにおいて初めてマークシート方式の調査票
が採用された。調査結果は全11巻にまとめら
れたが公表されたのは 1巻だけであり，残り
の 10巻は行政目的の使用に限定され公開さ
れなかった。1985年ペレストロイカと呼ばれ
る社会主義体制下での経済改革が進められる。
その一環として統計改革が着手され，失業統
計の復活など市場経済に照応した統計指標体
系の変更と統計組織の改革が進められた。
　第 10章は 1991年のソ連崩壊から今日まで
のポストソヴィエト期を対象としている。新
生ロシアの政府統計発展の基本的方向を示し

た重要な文書として国際統計の基本原則を定
めた第 47回国連ヨーロッパ委員会決議を著
者はあげている。これに沿って改革が進めら
れたロシア統計に対して IMF，ユーロスター
ト，OECDなどの国際機関から関心が向けら
れた。1992年から 2000年にかけて国家統計
改革プログラムが実施され，国際統計実践に
おいて採用される統計指標体系への転換が進
められた。1991年にはCPIが毎週金曜日に発
表され，またSNA導入とこれに照応した統計
の整備が進められた。また統計組織の在り方
は，大統領府直属となったりあるいは経済発
展省付属機関となったりと，行政機構におけ
る位置づけが変更されてきた。しかし現在の
ロシア連邦国家統計庁の組織構成は内部組織
の名称変更を伴いながらも集中型を継承して
いるし，また地方の直轄組織も維持している。
このように中央集権的集中型が今日に至るも
継承されているとみなされる。

３．本書の意義と課題
　本書の意義は次のとおりである。
　第一に，近年公文書に依拠して進展がみら
れたロシア統計史研究の先行研究を新たな公
文書の解読を通じて補強したことである。
　第二に，ロシア統計史研究の基軸となるべ
き視点として，統計調査の単一機関への集中
と統計組織の独立性との 2つを示したことで
ある。集中型統計組織を目指した論議が帝政
時代から経済体制の違いを超えて検討されて
きた経緯が明らかにされている。また統計の
真実性に影響する要因として統計組織の独立
性をとらえている。統計組織の独立性には政
治的中立性が含まれるべきと評者は考える。
著者は政治的中立性については明記していな
いが，このことを主張する論議の引用がいく
つか示されている。政治的中立性は例えば
1918年の全露統計家大会における討論にも
示されていることを評者として付記しておき
たい。かつてソヴィエト統計の歪曲が西側研
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究者の間で取り上げられてきたように統計組
織の独立性はロシア統計史を見るうえで重要
な視点であろう。
　本書は新たに発掘した公文書に基づいた詳
細な研究であるが，時代間において公文書の
利用にばらつきがある。近年研究が進んだロ
シア革命直後の時期と比べて 1930年代以降
の研究に関しては今後に課題を残したと思わ
れる。今後の研究の進展に期待したい。

　本書には興味深い歴史資料が多く掲載され
ている。例えば，年表と人名索引のほか代表
的統計家の肖像画と写真，また1897年人口セ
ンサスの集計作業に使用されたアメリカ製の
集計機ホレリスの写真が添えられている。ま
た初代長官のゲルマンの墓が 2010年にペテ
ルブルグのリュデランスキー墓地で発見され
たことが紹介されているなど，歴史資料とし
て興味深い多くの情報が紹介されている。

注

1  ）Alain Blum et Martine Mespoulet, L’anarchie Bureaucratique: Statistique et pouvoir sous Staline. Paris,  
La Découverte, 2003. ISBN2－7071－3903－3, －372p. АленБлюм, Мартина Меспюле. Бюрократическая 
анархия: статистика и власть при Сталине. М., Издательство «РОССПЕН», 2008. （пер. В.М.  
Володина）. ISBN978－5－8243－1011－5, －328c.

2  ）И.А. Тропов. Национализация информации: Политическая власть и ЦСУ в   
послереволюционной России. СПб., «ГУАП», 2007. ISBN978－5－8088－0259－9, －171c.
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